令和８年５月

特別徴収義務者　各位

東広島市長
(財務部市民税課)

個人住民税等の特別徴収事務について（通知）
　平素から個人住民税等の特別徴収事務についてご配慮いただき、厚くお礼申し上げます。

　さて、広島県と県内全市町において、個人住民税の特別徴収（給与からの天引き）を徹底しています。今回通知しました納税義務者および税額は、令和８年３月３１日(火)までに提出された各種資料をもとに算定したものであり、特別徴収の対象者については、特別徴収の異動届および給与支払報告書の摘要欄の記載等をもとに指定しています。就職、退職等により対象者の異動がある場合には、令和8年６月２日（火）までに右の簡易異動届を提出してください。
ただし、特別徴収の対象者から外すことができるのは、次のA～Dの理由に当てはまる納税義務者のみです。

　なお、簡易異動届の提出が令和８年６月３日（水）以降になる場合や、令和8年度に他社からの転勤・転職等で特別徴収義務者が変更になった納税義務者については、同封の「特別徴収のしおり」の中の「給与所得者異動届出書」を提出してください。（様式は、コピーしてご使用ください）。
各届出書につきましては、東広島市の公式ホームページ上にも同様の様式をご用意しております。ぜひご利用ください（パソコンでの入力が可能です）。
　また、令和７年度分で未提出の給与所得者異動届出書がありましたら、併せて提出してください。
《　提出先・お問い合わせ　》

〒739-8601　　　　　　　　

東広島市西条栄町８番２９号

東広島市役所　財務部　市民税課
電話（082）420-0910
FAX（082）422-6810
（東広島市　提出用）
令和8年度給与所得等に係る納税義務者簡易異動届（当初分）
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※令和７年度分で未提出の給与所得者異動届出書がありましたら、併せて提出してください。
◆今回の通知に含まれていないが、新たに特別徴収を希望する納税義務者（他社からの転勤転職者を除く）
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· この様式は6月３日（水）以降使用できません。
· 東広島市公式ホームページにも、同様の様式（Ｗｏｒｄファイル）をご用意しております。
A：退職・休職している


B：給与が少なく、特別徴収しきれない（少額）


C：給与が毎月は支給されない（不定期支給）


D：他の事業主から特別徴収されるべき従業員である（乙欄）











